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l策定の趣旨   

少子化社会対策基本法に基づき、国の基本施策として、「少子化社会対策大  

綱」（平成16年6月4日間議決定）を策定し、少子化の流れを変えるため  

の施策を強力に推進することとしているが、本大綱に盛り込まれた施策につ  

いて、その効果的な推進を図るため、重点施策の具体的実施計画として、こ  

の「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」を策  

定する。   

本計画では、大綱に盛り込まれた施策のうら、地方公共団体や企業等とと  

もに計画的に取り組む必要があるものについて、平成21年度までの5年間  

に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、施策の実矧こよって子  

どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感じることがで  

きる社会への転換がどのように進んでいるのかが分かるよう、概ね10年後  

を展望した、目指すべき社会の姿を掲げ、それに向けて、この5年間に施策  

を重点的に取り組んでいくこととする。   

今後、本計画に墨つき、夢と希望にあふれる若者が育まれ、家庭を築き、  

安心と喜びを持って子育てに当たっていくことを社会全体で応援する環境が  

整ってきたという実感の持てるよう、内容や効果を評価しながら、政府を挙  

げて取組を強力に進めていく。  
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